
茅ヶ崎市コミュニティバス車体広告掲載取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、茅ヶ崎市コミュニティバス（以下単に「コミュニティバス」という

。）の車体への広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告の掲載位置及び枠数） 

第２条 広告を掲載する位置は、コミュニティバスの車体の両側面及び後面の市長が指定

する位置とする。 

２ 広告の枠数は、コミュニティバス１台につき３枠とする。 

（広告の図案及び規格） 

第３条 広告の図案及び規格は、別図のとおりとし、広告主の名称（屋号を含む。以下同

じ。）を掲げるものとする。この場合において、氏名（名称に氏名を含む場合における

当該氏名を除く。）は、掲げないものとする。 

（広告の掲載料） 

第４条 広告の掲載料（以下「掲載料」という。）は、１枠当たり年額１０９，０９１円

（別途消費税及び地方消費税を加算する。消費税及び地方消費税を加算した額に１００

円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）とする。ただし、第６条第１

項ただし書に規定する場合にあっては、９，０９１円（別途消費税及び地方消費税を加

算する。消費税及び地方消費税を加算した額に１００円未満の端数が生じたときは、そ

の端数は切り捨てる。）に掲載する月（掲載する日が１月に満たないときは、１月とす

る。）の数を乗じて得た額とする。 

 （費用負担） 

第５条 広告の製作、掲載及び撤去に要する費用は、市が負担するものとする。 

 （広告の掲載期間） 

第６条 広告の掲載期間（広告の掲載及び撤去の作業に要する期間を含む。）は、４月

１日から翌年の３月３１日までとする。ただし、年度の途中から掲載する場合にあっ

ては、掲載を開始する日から翌年度の３月３１日までとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、掲載料が前条に規定する費用を上回るときは、

広告の掲載期間は、掲載を開始する日から当該年度の３月３１日までとすることがで

きる。 



 （広告掲載者の募集） 

第７条 広告掲載者は、広く一般から募集することとする。 

 （広告の掲載を申し込むことができる者） 

第８条 広告の掲載を申し込むことができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者

とする。 

(1) 個人である者（独立して自ら事業を営む者を除く。） 

(2) 市区町村民税を滞納している者 

(3) 事業の内容が次のいずれかに該当する者 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号

）第２条（第２項及び第３項を除く。）に規定する営業 

イ 政治活動に係るもの 

ウ 宗教活動に係るもの 

(4) 前３号に掲げる者のほか、コミュニティバスに掲載する広告の広告主として適当で

ないと認められる者 

 （広告掲載の申込み及び決定） 

第９条 広告の掲載（第６条第１項に規定する掲載期間に係るものに限る。）を受けよ

うとする者は、掲載を受けようとする日の６月前から１月前までに書面に次に掲げる書

類を添えて市長に申し込まなければならない。 

(1) 法人にあっては納期限の到来している直近の、個人にあっては当該年度の市区町村

民税の納税証明書 

(2) 事業内容を明らかにする書類 

２ 前項の規定は、第６条第１項ただし書に規定する掲載期間に係る広告掲載の申込みに

ついて準用する。この場合において、同項中「６月前から１月前まで」とあるのは「１

月前まで」と、同項第１号中「当該年度」とあるのは「当該年度（４月１日から７月３

１日までに申し込む場合にあっては、前年度）」と読み替えるものとする。 

３ 市長は、前２項の規定による申込みがあった場合において、広告の掲載の決定を申込

みの順に行い、広告の掲載をするときはその旨を、広告の掲載をしないときはその旨及

び理由を決定通知書により申込者に通知するものとする。 

 （掲載料の納付） 



第１０条 前条第３項の規定により広告を掲載することが決定された者（以下「広告主

」という。）は、広告の掲載を開始する日の２１日前までに掲載期間に係る掲載料を

一括して納付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りではない

。 

 （名称の変更） 

第１１条 広告主は、名称を変更したときは、書面により市長に届け出るものとする。

この場合において、広告の製作、掲載及び撤去に要する費用は広告主が負担するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、変更後の名称を広告に掲載するもの

とする。 

（取りやめの申出） 

第１２条 広告主は、広告の掲載を取りやめようとするときは、書面により市長に申し出

なければならない。この場合次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。 

(1) 掲載期間開始前 既納の掲載料の額の全額 

(2) 掲載期間開始後 既納の掲載料の額のうち掲載の取りやめの申出があった日の属す

る月の翌月から掲載期間の末日の属する月までの月の数に９，０９１円（別途消費税

及び地方消費税を加算する。消費税及び地方消費税を加算した額に１００円未満の端

数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）を乗じて得た額 

２ 前項の規定による掲載料の還付を受けようとする者は、書面により市長に請求しなけ

ればならない。 

（広告掲載の取消し） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことが

できる。この場合広告主が損害を受けても市長はその責任を負わない。 

(1) 広告主が第８条第３号又は第４号に該当すると認められるとき。 

(2) 広告主が第１０条の規定に違反して同条に定める日までに掲載料を納付しないとき

。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、広告の掲載を取り消す必要があるとき。 

２ 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、書面により広告主に通知

するものとする。 



（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年２月１日から施行する。 

２ 平成１８年４月１日に広告の掲載を開始する場合における第７条第１項の規定の適用

については、同項中「６月前」とあるのは「２月前」とする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。 

 

別図（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 寸法は、次のとおりとする。 

(1) 側面に掲載するもの長軸７０センチメートル短軸５０センチメートル 



(2) 後面に掲載するもの長軸６５センチメートル短軸４５センチメートル 

２ 図案の色は、次のとおりとする。 

(1) 地白色 

(2) 文字（(4) 及び(5) に該当するものを除く。） 黒色 

(3) 絵濃い紫みの青色 

(4) 絵中の文字赤みの黄色 

(5) 名称広告主の指定する色 


